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（別紙）

新 旧 対 照 表

旧 新

１～４ （略） １～４ （略）

５ 目標を達成するために行う事業 ５ 目標を達成するために行う事業

５－１ 全体の概要 ５－１ 全体の概要

目標を達成するため、以下に掲げる「支援事業」及び「関連 目標を達成するため、以下に掲げる「支援事業」及び「関連

事業」を実施していく。 事業」を実施していく。

「支援事業」としては、港整備交付金事業により以下の事業 「支援事業」としては、港整備交付金事業により以下の事業

を実施していく。 を実施していく。

名籠漁港内においては静穏度を確保することにより、効率的 名籠漁港内においては静穏度を確保することにより、効率的
な漁業活動の実現、乗降客等の安全性確保等を目的として、名 な漁業活動の実現、乗降客等の安全性確保等を目的として、名

籠漁港内の静穏度を確保する防波堤の整備を行う。 籠漁港内の防波堤の整備を行う。

松島港においては、バリアフリ－施設を充実させる一環とし 松島港においては、バリアフリ－施設を充実させる一環とし
て、浮桟橋の新設、既設浮桟橋の改良のほか、主要な港湾施設 て、浮桟橋の新設、既設浮桟橋の改良のほか、主要な港湾施設
及びその周辺における身体障害者誘導施設（点字ブロック）の 及びその周辺における身体障害者を誘導するため段差解消等を
設置等を実施し、高齢者や身体障害者等が利用する際の安全性 実施し、高齢者や身体障害者等が利用する際の安全性の確保を
の確保を図る。 図る。

また、松島港内における観光船・漁船・ヨット等の安全航行 また、松島港内における観光船・漁船・ヨット等の安全航行

のため、航路・泊地増深のための浚渫を実施する。 のため、航路・泊地増深のための浚渫を実施する。

「関連事業」においては 「新名物料理の開発」や「松島とって 「関連事業」においては 「新名物料理の開発」や「松島とって、 、

おき体験くらぶ」の開設について事業を実施していく。 おき体験くらぶ」の開設について事業を実施していく。

５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行う事業 ５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業

○港整備交付金を活用する事業 ○港整備交付金を活用する事業

［施設の種類と事業主体］ ［施設の種類と事業主体］

・港湾施設（松島港） 宮城県 ・港湾施設（松島港） 宮城県

・漁港施設（名籠漁港） 松島町 ・漁港施設（名籠漁港） 松島町
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旧 新

［整備量］ ［整備量］

・港湾施設・・・浮桟橋、航路・泊地、護岸 ・港湾施設・・・浮桟橋、航路・泊地、護岸

・漁港施設・・・防波堤 ・漁港施設・・・防波堤

［事業期間］ ［事業期間］

・港湾施設 平成 年度～平成 年度 ・港湾施設 平成17年度～平成21年度17 21
・漁港施設 平成 年度 ・漁港施設 平成17年度17

［港整備交付金の総事業費］ ［港整備交付金の総事業費］

総事業費 億 万円 総事業費 830,000千円6 1184
・港湾施設 億 万円 うち交付金１億 万円 ・港湾施設 715,000千円 （うち交付金 286,000千円）4 7600 9040（ ）

・漁港施設 億 万円 うち交付金 万円 ・漁港施設 115,000千円 （うち交付金 57,500千円）1 3584 6792（ ）

（略） （略）５－３ その他の事業 ５－３ その他の事業

６（略） ６（略）

７ 目標の達成状況に係る評価 ７ 目標の達成状況に係る評価
計画終了後に、 に示す数値目標に照らし状況について県及 計画終了後に、 に示す数値目標に照らし、県及び松島町は4 4

び松島町において調査、評価を実施し、公表する。また、必要 調査・評価を実施し、公表する。また、必要に応じて事業の内
に応じて事業の内容の見直しを図るために、県、町、観光・漁 容の見直しを図るために、県、町、観光・漁協等関係機関等で
協等関係機関等で構成する「地域再生計画評価協議会」を設立 構成する「地域再生計画評価協議会」を設立し、施設の整備状

し、施設の整備状況等について評価・検討を行う。 況等について評価・検討を行う。

８（略） ８（略）


